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国名 整理 名 称 使用言語 発行状況 整理区分

番号 発行年次 番 号 主な欠号

35 １ The Ceylon Government 英 語 週 刊 1959～ 発行日順
Gazette シンハリ 1971

ス 官報 語
リ タミール
ラ 語
ン
カ

旧
セ ２ The Ceylon Trade Journal 英 語 週 刊 1961～ 発行日順
イ 商事公報 シンハリ 1970
ロ 語
ン タミール

語

ＬＫ ３ The Gazette of The Requblic of 英 語 週 刊 1972～ 発行日順
Srl Lanka （Ceylon） シンハリ 1977
官報 語

タミール
語

４ The Gazette of The Democratic 英 語 週 刊 1978～ 1977～ 発行日順
Socialist Republic of Sri シンハリ 1980
Lanka 語
官報 タミール

語

４ The Gazette of The Democratic 英 語 不 定 1980～ 発行日順
Socialist Republic of Sri シンハリ
Lanka 語
スリランカ公報追録 タミール

語



概 要 備 考

１．商標公示事項 １．旧英国の商品分類（１～50分類）を使用。
２．商標出願公告、更新登録商標 ２．特許発明明細書の謄本コピーは、Patent Office， Book
３．特許目次及び受理された完全明細書の請求抄録 House， Secretariat， Colomlboから購入できる。
４．意匠登録目次 ３．官報索引（年１回、意匠、特許、商標告示別の人名から

官報掲載ページを引く索引）が官報中に掲載される。
４．使用言語は、表題部については両言語を併記し、内容に
ついては英語のみ。

５．1972年以降本公報は、（整理番号３）に名称を変更。

１．特許出願番号順目次（出願後２～３ケ月）
２．特許出願公告目次（出願後約１年以内のもの）
３．特許付与目次

１．特許出願目次 １．1972年以降、従来の官報（整理番号１）は本公報の名称
２．商標公示事項 に変更。
３．商標出願公告目次及び商標見本（出願番号、受理 ２．1978年以降、本公報は（整理番号４）に名称を変更。
年月日、出願日、出願人、国内分類、商標見本）

４．その他（官報公告、政令、不動産、etc．）

１．特許関係 新法1980年１月２日施行
特許法令公示事項 １．特 許

２．意匠関係 種 類
意匠法令公示事項 発明特許

３．商標関係 存続期間
商標告示事項 特許日から15年。
着色限定 審 査
登録番号順商標見本 方式・新規性の審査あり。
（書誌的事項、商標見本） ２．意 匠

４．その他の官報 存続期間
PartⅠ、Section Ⅰ－Ⅱは、一般事項及び各種 出願日又は優先日から５年。但し、５年毎２回更新で

法案 きる。
PartⅡは政令 国内分類（１～14分類）を使用。
PartⅢは不動産 （但し、１～12分類「Ｒ」、13～14分類「繊維製品」
PartⅣは地方政府政令 は「Reg」を表示している）。
PartⅤは医薬品登録 ３．商 標

① 薬剤師登録リスト 種 類
② 薬品所登録リスト ① 商 標

② サービスマーク
③ 団体標章
④ 連合商標
存続期間
出願から10年。但し、10年毎に更新できる。
国際商品分類（１～34分類）及びサービスマーク（35

～42分類）を使用。

各種法案を集録したもの


